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昨日２４日に，無事に入学式を終えることが

できました。とても安心したと同時に嬉しさが

こみ上げてきました。これで，７０名の１年生

も正真正銘の「西条のほたるっ子」です。入学

式については，次号で詳細をお知らせします。 

また，２１日，２２日には親子での分散登校

にご協力をいただき，ありがとうございました。 

子どもたちも担任も「さあ，心機一転頑張るぞ」

と力漲ってきたことと思います。 

さて，今日から「（学校での）新しい生活様 

 

 

 

 

 

 

 

式」を踏まえての学校再開となりました。いろ

いろな面での制約や不自由が生じてきますが，

できること・すべきことを一つ一つ確実にやっ

ていきたいと思います。 

以下，子どもたちへの指導内容や対策，ご家

庭へのお願いを記しました。各学年通信等と併

せてご確認をいただき，引き続きのご協力をお

願いします。 

 

 

 

 

① 全員がマスクを着用し，咳エチケットを徹底

する。 

② 子どもたちの登校前に，校内の換気をして

おく。 

子どもたちの学校生活に関わって 

「文殊の知恵を出し合う」とはよく言ったものです 

だから 教室で共に学ぶ友だちの存在は とても大切です  

職員室でも同じこと  

給食後のうがいの水が 飛ばないようにするにはどうすればいいのかを 

養教の佐藤先生と事務の渡邊先生とで知恵を出し合った結果・・・  

「西条流簡易飛沫防止カバー」ができました 

目には見えない敵とのたたかいです 

こんなところから 片っ端からできることをやるのみです 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの休

業期間中の学習

の遅れをどのよ

うにして取り戻

すかが，当面の

重要課題です。 

文科省の方針を受け，県教育委員会から出さ

れたガイドラインを参考に，その基本となる考

え方を町内４校の担当者が集まり，確認をしま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 完全無欠の対策マニュアルではありません

が，常時検討を加えながら対応をしていきたい

と思います。つまるところ，徹底してすべきこ

とは「手洗い」だと思います。ご家庭でも是非

励行をお願いします。 

 

③ 登校後は，石けんで手洗いをし，アルコール

消毒をして教室に入る。 

④ 教室内は，常時２方向のそれぞれの窓１つ

以上を開けておく。休み時間・昼休みには全

ての窓を開ける。 

⑤ 休み時間ごと，活動ごとに念入りな手洗いを

行う。手洗い場は密にならないように間隔を

空けて待つ。（手洗いが全ての大原則） 

⑥ 休み時間は，低・中・高学年別に時間帯を分

け校庭を使用する。サッカー等，禁止する遊

びを周知する。 

⑦ 教室内ではできる限り距離をとり，向かい合

わせにならないようにする。 

⑧ 給食の配膳前に，配膳台や机上の消毒を行

う。 

⑨ 給食は，原則教職員が盛り付けを行い，給

食当番は最少とする。 

⑩ 食べる時には前向きで，会話を控える。 

⑪ 食後は，当面うがいを行う。 

⑫ 下校後は，ドア，いす，背もたれ，机上，ロッカ

ー等を消毒する。多くの手が触れる箇所（ド

ア，手すり，スイッチ等）についても同様とす

る。 

⑬ 体調不良の子どもの休養・お迎え待機の場

として，保健室とは別の場所を用意する。 

大勢が集まる行事等について 

① 大勢が集まる集会や大勢が来校する「ほた

るっ子のつどい」「授業参観」等について

は，当面の間，延期または中止とする。 

② バスを使った校外学習は，当面の間，延期ま

たは中止とする。 

学習について 

大まかな枠組みとしては， 

① 総合や道徳科，学級活動をはじめ，体育，音

楽等のいわゆる技能系教科や学校行事の

一部を削減する。 

② 夏季休業を短縮する。 

ことで，必要な授業時間数を生み出すことになり

ます。その分を国語，算数，理科，社会といったい

わゆる主要教科の時間に充てていきます。 

◆具体的には，優先的・重点的に扱う学習内容

を洗い出すと同時に，一部の内容の実施を見送

ったり，実施する時間にメリハリや軽重をつけた

りするなどして授業を進めていきます。 

◆例えば，算数の学習では，指導順序や系統性

といった積み重ねが重要になってきますので，内

容を削除することはせずに，本来の計画に近い

授業時間数を充てて指導をしていきます。国語，

理科，社会も同様です。 

◆他の教科等については，授業時数を削減し，

実施時期等も考慮しながら進めていきます。 

◆指導形態等については，どうしても活動に制

限が加わります。例えば，音楽の合唱や接触の

可能性がある体育の球技，班で行う理科の実

験，家庭科の調理実習等々です。教師の演示実

験や DVD 等の動画教材の使用など，工夫しな

がら対応をしていきます。 

夏季休業の短縮について 

授業日数を確保するためには，どうしても夏季

休業日を短縮しなくてはなりません。町教委によ

り検討がされている最中ですので，詳細は，近日

中にお知らせできると思います。 

◆健康チェックカードが
カードケースに入れるも
のにかわりました。登校前
の検温とカードへの記入
をお願いします。体調不
良の場合は，無理をさせ
ず大事をとってください。 


